
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
に
対
す
る
政
府
の
出
資

一

政
府
は
、
国
際
戦
略
港
湾
の
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
、
国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
が
行
う
埠
頭
群
の
運

ふ

営
の
事
業
の
効
率
化
及
び
高
度
化
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
港
湾
運
営
会
社
に
対
し
、

出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
の
二
十
五
関
係
）

二

政
府
が
出
資
し
て
い
る
国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
に
対
し
、
事
業
計
画
の
国
土
交
通
大
臣
へ
の
提
出
等
を
義
務

付
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
の
二
十
六
及
び
第
四
十
三
条
の
二
十
七
関
係
）

三

港
湾
運
営
会
社
の
議
決
権
の
保
有
制
限
に
つ
い
て
、
政
府
が
保
有
す
る
場
合
の
特
例
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
の
二
十
一
関
係
）

第
二

国
際
戦
略
港
湾
に
お
け
る
無
利
子
貸
付
制
度
の
対
象
施
設
の
拡
大

特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
無
利
子
貸
付
制
度
の
対
象
施
設
と
し
て
、
国
際
戦
略
港
湾
の
埠
頭
の
近
傍
に
立
地

す
る
保
管
施
設
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
五
条
の
七
関
係
）

第
三

特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
改
良
に
係
る
無
利
子
貸
付
制
度
の
創
設



特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
（
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
う
ち
、
非
常
災
害
に
よ
り
損
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
船
舶

の
交
通
に
特
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
改
良
に
要
す
る
資
金
に
つ
い
て
、
無
利
子
貸
付

制
度
を
創
設
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
五
条
の
八
関
係
）

第
四

所
要
の
罰
則
を
整
備
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）


